
  

          

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２月１４日(土)、西条市総合福祉センターで、西条市子ども会育成会交流学習発表会(５団体)が 

行われ、大町会館地域からは、３団体の発表がありました。 

 西条南中コスモスクラブは、南中校区でフィールドワークを行い、大保木の銀納義民や日間家（ヒ  

マヤ）、隣保館やメロディー橋の由来等について、同級生といっしょになって地域や地域の方から 

学んだことを発表しました。 

 大町会館友の会は、南中学校生３名が、下小川での仲間づくり、ピース大阪での平和研修、将来 

の夢と勉強について、それぞれ発表しました。 

 また、小学生の大町子ども会は、竹の子会と下小川子ども会からクリスマス会で楽しかったこと 

や香川県歴史博物館での研修等、元気に発表しました。 

 子ども達はいきいきとした表情で、いずれもすばらしい内容でした。 

 休憩をはさみ、人権教育課職員の指導で折り紙のシャツを折り、メッセージを書いて、大好きな 

人へ贈るプレゼントを作りました。 

 子ども会は、地域と一体となって取り組んでおりますが、交流により仲間づくりの輪がひとつ拡 

がったひとときとなりました。 

日  曜 教 室・行 事 等     

2 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

4 水 

フォークダンス（10:00～12:00） 

生け花（13:30～15:30） 

協力委員会（19:00～20:00） 

6 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

9 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

10 火 茶道（13:30～15:30） 

13 金 

実践交流学習会（東温市） 

健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

14 土 詩吟（19:00～21:00） 

16 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

18 水 

フォークダンス（10:00～12:00） 

生け花（13:30～15:30） 

健康相談（13:30～15:30） 

20 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

21 土 春分の日 

23 月 健康･太極拳教室（14:00～15:30） 

24 火 茶道（13:30～15:30） 

27 金 
健康体操（13:30～15:30） 

南子ども会（19:30～21:00） 

28 土 詩吟（19:00～21:00） 

開館時間： 平日 8：30～17：00 

      土曜日 8：30～12：00 

 土曜日の午後、日曜日、国民の祝日、年末年始は 

 閉館しております。よろしくお願いします。 

３ 月 の 教 室 ・ 行 事 予 定   
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◇日  程  平成２7 年３月１１日 (水 )～３月２５日 (水 ) 

『 エコクラフト 作品展  』 

第 178回 会館ミニ展示会 

◇場  所  大町会館  玄関ホール  

 

西条市教育委員会・西条市人権教育協議会 

～毎月１０日は人権を考える日～ 

◇提供者  大町会館エコクラフト教室のみなさん   

『性的マイノリティって何？』 

「セクシャルマイノリティ」「性的少数者」とも

いいます。性的マイノリティとは、同性愛や性別

に違和感を覚える人々や性同一性障がいなどの

人々をいいます。「人は異性を愛するのが当然だ」

とか「心と体の性別が違うことなどありえない、

性別は男と女しかない」・・としている社会から

みて少数者という意味です。 

同性愛 

同性愛は「変態性欲」、「倒錯的」といった偏見や

誤解が根強くあります。国際精神医師会や WHO

（世界保健機構）では治療の対象外とされており

変態や病気ではありません。 

  性同一性障がい 

「身体の性」と「心の性（性自認）」が異なる、

もしくは違和感を覚え精神科で「性同一性障が

い」の診断を受けた人の事をいいます。 

２００３年７月に性同一性障害特例法が成立。 

西条市では、「人権･同和教育講座」や「企業･事

業所における人権･同和教育研修会」等において

性的マイノリティに関する教育･啓発を行ってい

ます。学校教育においても身近な人権課題として

学習に取り組み始めています。正しい知識を身に

つけ、繰り返し学習し、みんなが生きやすく、幸

せな地域づくりをめざしていきましょう。 
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 ２月９日（月）、東消防署から３名の救急隊員を迎え、 

避難救急訓練が行われました。 

会館利用者や地域の方など１７名が参加しました。 

避難訓練では、 

  ★煙を吸わないうちに、早く落ち着いて逃げること 

  ★通報は、固定電話・携帯電話ともに「１１９」で 

よいこと  等、学びました。 

 

  

又、救急訓練では、 

  ★心臓マッサージの仕方 

  ★ＡＥＤの使い方 

  ★簡単な応急処置について 指導を受けました。 

 受講者からは、「良かったヨ。参考になった。」との 

感想多数でした。 

最後に、隊員の方から“救急医療情報キット”（※）の紹介がありました。 

いろいろな技術は、訓練を重ねることによって習得されます。 

２７年度には、是非ご参加ください。 

 

 

 

 

  

 

 

２月１６日(月)、大町会館において、平成２６年度 

西条市隣保館運営審議会が開催されました。 

 報告事項として、市内の４隣保館から平成２６年度 

隣保館運営事業実施状況の説明が行われました。 

次に諮問事項として、平成２７年度隣保館運営方針 

及び事業実施計画について説明がなされ、それぞれ委 

員の全員挙手により承認されました。 

 

平成２７年度の当館利用に 

あたり、『施設使用許可願い』 

の提出をお願いいたします。 

 

３月には、各団体代表者様に 

申請用紙をお渡ししますので 

ご協力の程、よろしくお願い 

します。 

 

大町会館では、人権に関わる相談の他、生活・職業・健康・福祉等、各種相談を

随時受け付けています。お気軽にご相談ください。 

（※）病気に関する情報や緊急連絡先などを記録して納めている筒で、 

     市高齢介護課にて受け付けています。 

下記の通り、本年度最後の運営協力委員会を 

開催致します。 

委員の皆さまにはご出席くださいますよう、 

ご案内申しあげます。 

  

【日 時】３月４日（水） １９:００～ 

【場 所】大町会館 ２階大会議室 

【内 容】ミニ学習会 

      H２６年度 会館運営事業の報告 

      その他 

     ２月２１日（土）、ふれあい料理教室を開催しました。 

 髙木俊江先生のご指導のもと、栄養のあるイモ

類や豆を使った料理や、マヨネーズをヨーグルト

にかえてカロリーダウンしたポテトサラダなど、

身体にやさしい“春のごちそう”ができあがりま 

した。 

 新年度も趣向を凝らした

内容で計画中です。 

ぜひ、ご参加ください。 

 ２月２０日（金）、第 33 回全隣協ブロック別学習会が 

ホテルサンルート瀬戸大橋にて開催されました。 

平成２６年度の全隣協の取り組みについての報告があり、 

その後、今年４月から施行される「生活困窮者自立支援法」 

による各種施策推進と隣保館との連携について、全隣協の 

中尾顧問より説明がありました。相談事業のノウハウを持っ 

ている隣保館に何ができるか、新年度に向けてどういう方向 

で進んでいくか、それぞれの立場で考えてみる必要があると 

話されました。 

大町会館 

会館ご利用者 


